
36協定届の記載例(限度時間を超えない場合)

◆36協定で締結した内容を協定届(本様式)に転記して届け出てください。 ◆36協定の届出は電子申請でも行うことができます。
◆(任意)の欄は、記載しなくても構いません。36協定届(本樺式)を用いて36協定を締結することもできます。

モの場合には、記名押印又は署名など労使双方の合意があることが明らかとなるような方法により締結することが必要です。'優事項の記載があれば、協定届様式以外の形式でも届出できます。

便刃
嫌式集9号(第16条篤1項関係)

(様式第9号(第16条第 11酢創狗)

金属製品製造業

対象期闊が3か
月を超える1住

単位の変形労働
時間制が適用さ
れる労働者につ

いては、②の欄

に記載してくだ

さい。

事換の種扇

事業場(工場、支店、営業
所等)ごとに協定してくだ
さい。

労働者の過半数

で組織する労勧
組合が無い場合
には、 36協定
の締結をする者

を選ぷことを明

確にした上で、

投票・挙手等の
方法で労働者の
過半数イt表者を
選出し、選出方
法を記載してく
ださい。

使用者による指
名や、使用者の
意向に基づく選
出は認められま

せん。

チエックボック

スにチエックが

ない場合には、
形式上の要件に
適合している協

定届とはなりま
せん。

下記@に鍍当しない労働考

時間外労働をさせる

■要のある具体的事由

00金属工業株式会社

1年単位の褒形労働鴫燭庸

により労働する労働者

受注の集中

製品不具合への対応

事婁の名奪

時間外労働
休日労働

臨時の受注、納期変更

受注の集中

月末の決算事務

臨時の受注、納期変更

棚卸

に関する協定届

休日労働をさせるι憂のある具体的事由

^
J

協定の成立年月日

1工場

上罵で定める時間煮にかかわらt、時間外労晶及び休臼労働を合拝した時聞數は、 1箇月についてlm時闇宋嵩でなければならf、か02算月から6笥月までを平均Lて帥時岡を頓過しないこと.

{チェヅクボフクスに要チェッウ}

妻務の枯願

§1'111^.汽ξ・・,'御一"三製謬、0,・,・' 1.,、ぎ"、..'、イ倉,'声・'爾建

婆定の当事者である労働組合(亭案嶋の労働者の過半教で組贊する労働組合)の名特又は労働者の逼半歓を代表する奮の

事由は具に

定めてください。

設計

博建の当事看(労働者の過半煮を代嚢tる客の鴇合)の選出方庄(投票による選挙)の署名又はOZ名'押印'どが叱腰です゜
上記臨定の当事者である労働組合が事擬場の全ての労●客の過半叡で組巌する労^合である又は上此博定の当事者で島る労働者の逼半叡を代嚢する者が事寮楊の全ての労偉者の過半叡を代叢tる者であること.

検査

(〒

労価保鹸書号

機械組立

労倭看最

上記労働者の過半椴を代襲する者が、労働葺串怯集41条集2号に規定する皇督又は管地位にある者でなく、カーコ、円怯に規定する轄定等をする者を毒出することを明ら力一こして実施される投黒、

る手鑁により逢出された者であつて使用考の嵳向に基6き選出されたものでないこ巴.(チ=ツクポックスに聾チェック)

("""(吐0*

怯人看号

、市

経理

所定労働静闇
U田
(任宜)

購買

ロロロロロロロロロロロロロロロロロロ

事宴の所在地(電誕書号)

10人

匡王ま-1腔IL鍾-1

町1

業務の範囲を細分化し、
明確に定めてください。

10人

0

月

2 0人

2

フ.5時囿

()C)、二ど^

12日

フ,5時閻

ロロロロロロロロロロロロロ

3

建労^を

える畔面

00

(竜露看号:

設計

禦務の檀瓢

フ.5時闇

5人

1 日

機械組立

5人

3時間

3月15

フ.5時間

2時間

延長することができる艶間最

定労働畔伺

える時聞
4任量)

骨

フ.5時間

労働基皐些誓暑暴殿

2時間

労曇毒徹

1飾月(0こついて壮'時陶皇
●について吐壮時関主で)、、

1日の法定労働時間を
超える時間数を定めて
ください。

画 18輩
(吐"*

3.5時間

L坐」IL登三^1

日

2.5時問

10人

3時間

定労働時闇

える畔闇

2.5時間

20人

3 間

年4月1日

から1年菊

30時間

協定の有効辯間

3.5時間

15時闇

定労働時凋

える跡問
(任章)

3.5時間

1卑ιΦにういて唯凱畔朝宝
之にういては^^まで]、.1

所定休日
【任宜)

15時間

労働保険番号・法
人番号を記載して
ください。

年3

土日祝日

40時葡

起算日
イ革月日)

1か月の法定労働時問を超える時問
数を定めてください。①は45時問

以内、②は42時間以内です.

土日祝日

20路囿

25時閏

定労^を

える時閏

20時闇

25轄閏

この協定が有効と
なる期問を定めて

ください。 1年間

とすることが望ま

しいです。

250時酌

150時周

年4月1

30時局

検査標主任

山田花子

定労^駈

える時閲
(任章)

150時面

30時費

労傭させることができる

怯定休日の日歓

370時興

1か月に 1日

1年間の上限時
間を計算する際
の起算日を記載

してください。

子の1年間にお
いては協定の石
効期問にかかわ

らず、起算日は

同一の日である
必要があります。

200時閏

使用看

270時国

1か月に1日

200時閏

管理監督者は労働者代表
にはなれません。

270時興

1年の法定労働時間を超える時閻数
を定め、(ください.①は360時間以
内、②は320時間以内です。

協定書を兼ねる場合には、労働者代表

工堤長

田中太郎

320時閏

労働させることができる並定

休日における姑臭丑^婁'滑剣

320時閣

8:30~17:30

8 30~17:30

協定書を兼ねる場合には、使用者の
署名又は記名・押印などが必要です。

fチェックポックスに要,=ツク)

挙手辱の方法によ

時間外労働と法
定休日労働を合

計した時問数は、

月100時問未満、

2~6か月平均
80時閻以内でな
けれぱいけませ

ん。これを労使

で確認の上、必

ずチエツクを入
れてください.

チTツクポック
スにチエックが
ない場合には、

有効な協定届と

はなりません。
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◆臨時的に限度時閻を超えて労働させる場合には様式第9号の2の協定届の届出が必要です.
◆様式第9号の2は、 Jβ艮度時間内の時間外労働についての届出書(1枚目)と、 J限度時間を超える時間外労働についての届出害(2枚目)の2牧の記載が必要です。
◆1枚目の記載については、前ページの記載例を参照ください。

^

2枚目

表面

口

^

犠式第9号の2 (捌16条第1項関係)

臼^

巨時的に磯廣時伺を超えて労働させることができる堤合

^

^

突発的な仕様変更

製品トラブル・大規模なクレームへの対応

^

機械トラプルへの対応

限度時間を
超えて労働
才せる場合
にとる手続
について定

めてくださ

事由は一時的又は突発的に時間外労働を行
わせる必要のあるものに限り、できる限り

具体的に定めなければなりません。
「業務の都合上必要なとき」「業務上やむ
を得ないとき」など恒掌的な長時閻労働を
招くおモれがあるものは認められません。

い。

に関,る協定届

限度時間を
超えた労働
者に対し、
以下のいず
れかの健康

確倒昔置を
講ずること
を定めてく

ださい。

当する番号
を記入し、

右榔に具体
的内容を記

載してくだ

きい。

、

婁務の種類

時聞を超えて労喬させる場合における手筆

駿崖時葡を超えて労喬させる労働者に対tる健康及び
福祉を柚保tるための捨置

労働者数

(゛"歳)(以..看)

設計

1 女.百

協定の成立年月日 f)on0年3月12日

博定の当事者である労^合【事業嶋の労働考の逼半煮で矩巌する労働總合)の名称又は労幡者の逼半徹を代衰tる者の

博定の当諸(労働者の過半煮を代嚢する者の場合)の逢出方法(投票による選挙

検査

機械組立

上記で定める時閥融にかかわら司'、時間外労働及ぴ休B労働を合算した畔同歎は、 1憧月に0いて IM畔問素護でなけれぱならオ'、か02筈見から6箔月生でを竿均して帥帥闇を岨遷しないこと.
〔チェプク寸tプクスに要チェッウ)

1日

(妊章)

睡畳ナるこしができる時働煮

^^

註定労^を
嶋える時両駈

(特別条項)

10人

業務の範囲を細
分化し、明確に

定めてください。

上記脇定の当事者である労●胡合が事業堤の全ての労働者の過半煮で紹憲する労働組合で島る又は上柾博症の当事者で島る労働者の逼半費を代豪する者が事宴嶋の全ての労働舌の逼半歓を代轟する看である二と.

5:'一鳳』.

11i!〆海や

10人

上札労働者の過半歓を代表する者が、労働基準庄捌U条割2号に規定,る堅督又はの地位にある者でなく、か0、同庄に規建オ、る協定等を,る考を還出tることを明らかにして実挫される投票、

筆により選出された者であうて使用者の意向に基4き選出されたものでない二と.イチェックポックスに妻チェック)

20人

6時間

■^.

畭→'

庸定劣●働弄を
埴える時両敷
〔任童}

特別
0

1笛月
^雪邑員0休白脅●を倉卸tた時^.1帥時便壷塀に豊る、】

6時閻

タ.1 i'冨゛・、_:"4 d

(健康確側昔置)

゛..゛,,」

6時間

労働者代表者に対する事前申し入れ

1 にる

⑥連続休暇の取裾

6.5時闇

(俄当,る響号)

①、(司、@)

{が伽れば、限度時間(月45時又は耳塗間

労蝿きせるこ

とができる知
ι●巨a"に里毛.)

6,5時閻

月の時間外労働の限度
時間(月45時間又は42
時問)を超えて労働さ

せる回数を定めてくだ

さい。年6回以内に限
ります。

を筆

0【>う゛年

6,5時間

琵長tることができる井馬靴

長び休日労●の静知敦

.ー

00

定劣^崗を
る^と偉日

^壁を

した砕胃獣

4回

(具^)

対象労働者への医師による面接指導の実施
職場での時短対策会護の開催

弓

; 1'と、U

⑦心とからだの相談窓口の設置⑧配置転換⑨産業垂等による助言・指導や保健指導⑩その他

3回

ご『ト'、

;ー

3

ユ'

, .

3回

^

60時盾

^^

月

^^

労働基学璽督署長霞

■

『.ニ'.1寓'ー

60時間

1:、^

15日

22 ~5

限度時問(月45時問又は42時
間)を超えて労働させる場合の、

した^象

1任章)

^^

55時間

,、冒1

,"■..乢"、〒...゛」..」ー

1か月の

70時聞

圭た劣●に
る樹堆黄

1年

イ帥伺外労働のみ゛膚聞牝
7之0●興以内に隈る.)

^

の合針の甚閻数を定めてくださ

起算日
(牟興日)

し、。

70時問

の口

なお、この時問数を満たしてい

三 Ei、^

廷聾十る二とができる時健煮

ても、

65時間

註定労^艶を
嵯える時風敷

100

間を超えてはいけません。

3 5 旦。

360時●

2~6

35 Q。

^ 1

3

"干ケ金.1レ^高11

35 曳。

550時閉

に限ります.

所竃労^を
趣える時闘軸

(任章〕

ー、,^

1年間の上限時間
を計算する際の起
算日を記載してく

ださい。その1年

間においては協定
の有効期間にかか
わらず、起算日は
同一の日である必

要があります。

年4月1日

'」';..

50 0時閤

'ーコ

、対象労喬者に11時間の動務間インターバルを霞定、

限度時閻を超えて時
間外労働をさせる場

合の割増貨金率を定

めてください。

この場合、法定の割
増率(25中0)を超

える割増率となるよ

う努めてください。

450跨閤

職名

氏名

.80.

、

を

た労●に

る割増質壷

670時闇

での

検査課主任

山田花子

620時闇

570時角

使用者

35 Q。

限度時問(年360時

問又は320時間)を

超えて労働させる1

年の時・.外労
旦衷盤堕貪み^

様式9号の2の届出をする場合には、 2枚目に

労働者イt表者名および選出方法、使用者代衷者
名の記入をしてくだきい。

限度時問を超えて時問
外労働をさせる場合の

割増賃金率を定めてく

だきい。

この場合、法定の割増
、(25剖0)を超える割
増率となるよう努めて

ください。

鄭コニ場擾
郎田中太郎

3 5 亀。

3 5 ゛。

日

ん

てください。茎Z2旦
時間以内に限ります,

^、 LI

ノレ

を定め

時問外労働と法定休
日労働を合計した時
間数は、月100時間未
満、 2~6か月平均

80時間以内でなけれ

ばいけません。これ

を労使で確認の上、

必ずチエックを入れ
てください.チエッ

クポツクスにチエツ

クがない場合には、

有効な協定届とはな
りません。

4

2_

I d、

(チ=ツクボプクスに要チ=フク)

挙手辱の方按による手

の、 5

労働者の過半数で矩織す
る労働組合が無い場合に

は、 36協定の締結をす

る者を選ぷことを明確に

した上で、投票・挙手等
の方法で労働者の過半数
イ丸表者を選出し、選出方
法を記載してくたさい。

使用者による指名や、使

用者の意向に基づく選出

は認められません,

チエックボックスに

チエックがない場合には、
形式上の要イ牛に適合して

いる協定届とはなりませ
ん。
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